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第 ９ 回 第 ２ 農 地 部 会 議 事 録

日      時  平成２４年９月２０日（水）午後２時００分

場      所  津市久居庁舎 ２階 第２会議室

出 席 部 会 委 員  25大井
おお い

 一司
かず し

・26笠井
かさ い

 克己
かつ み

・27鈴木
すず き

 照
てる

正
まさ

・28田口
たぐ ち

 慶則
よしのり

29堀川
ほりかわ

 忠
ただ

重
しげ

・30諸戸
もろ と

 善
よし

昭
あき

・31田中
たな か

 竹
たけ

次
つぐ

・33守山
もりやま

 孝之
たかゆき

35池田
いけ だ

 昌司
まさ し

・36森田
もり た

 正孝
まさたか

・37赤堀
あかほり

 嘉夫
よし お

・38中川
なかがわ

 和雄
かず お

39萩野
はぎ の

 忠司
ただ し

・40向田
むかいだ

 忠
ただ

美
み

・42片
かた

岡
おか

 眞
まさ

郁
いく

・48渡邊
わたなべ

 晃一
てるかず

                                    以上１６名

欠 席 部 会 委 員  32長谷川 博

出席部会員外委員  会長 野田 悟・34 浅井 競

議      長  第２農地部会長 諸戸 善昭

事 務 局 職 員  飯田事務局長・市川調整担当参事・中西担当副主幹

総 合 支 所  久居：加賀主査 一志：片山担当主幹 白山：木下担当副主幹

          美杉：松永主査

議 事 録 署 名 者  27鈴木
すず き

 照
てる

正
まさ

・37赤堀
あかほり

 嘉夫
よし お

事      項

 報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について

 報告第２号 農地法第３条第１項第７号の規定による届出について

 報告第３号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権移転）

報告第４号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（使用貸借）

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許可・賃貸借権）

議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について（農業委員会許可）

議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員会許可・

      所有権移転）

議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員会許可・

      賃貸借権）

議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員会許可・

      使用貸借）

議案第６号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画の決定

      について ＜別冊＞

議   事   の   大   要
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議  長   皆さん、農地部会にご参集いただきましてありがとうございます。

       それでは、早速ですが、始めさせていただきます。

       第９回第２部会を開会させていただきます。

       議事録署名委員を私から指名させていただきます。２７番 鈴木委員・３７

番 赤堀委員、ご両人よろしくお願いします。

       それでは、本部会に付議されました議案につきましては、事前に通知いたし

ましたとおりでございますので、よろしくお願いします。

       まず初めに、会長の専決等の報告事項に入ります。報告第１号から報告第４

号につきましては、事務局から一括して報告願います。お願いします。

事務局    議案書の１ページをお願いいたします。

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知についてでございま

す。

       番号１、地区 太郎生、借り人    、貸し人    、申請地 美杉町

太郎生萩原    番、台帳地目・現況地目とも畑、面積３７６㎡、他１筆で

合計面積１，１５９㎡。

       これにつきましては、農用地利用権設定を、貸し人、借り人の双方の合意に

基づき解約をいたしたものでございます。

       以上、件数は１件で１，１５９㎡、その内容は、畑でございます。

       ２ページをお願いいたします。

       報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出についてでございま

す。

       番号１、地区 久居、届出者    、届出地 木造町沢    番、台帳

地目・現況地目とも田、面積１，３７１㎡、取得年月日 平成２３年４月１７

日、取得事由は    からの相続で、あっせん等の希望はございません。

       番号２、地区 久居、届出者    、届出地 久居明神町南狭間    番、

台帳地目・現況地目とも田、面積１，４４８㎡外３筆で、合計５，０２８㎡、

      取得年月日 平成２４年２月２５日、取得事由は、    からの相続で、あ

っせん等の希望はございません。

       番号３、地区 榊原、届出者    、届出地 榊原町野崎    番、台

帳地目・現況地目とも畑、面積 ３００㎡外１３筆で、合計１２，１１４㎡、

取得年月日は平成２２年１２月３日、取得事由は、    からの相続で、あ

っせん等の希望はございません。

       以上、件数は３件で１８，５１３㎡、内容は、田１６，２５５㎡、畑

２，２５８㎡でございます。

       ４ページをお願いいたします。

       報告第３号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権

移転）でございます。

       番号１、地区 久居、譲受人    、譲渡    人、届出地 川方町里

ノ内    番、台帳地目・現況地目とも畑、面積 １６５㎡外２筆で合計

１，２９３㎡。

       これにつきましては、譲受人は、譲渡人より当該土地を譲り受け、分譲住宅

地を造成しようとするものでありまして、分譲区画は９区画でございます。

       以上、件数は１件で１，２９３㎡、内容は、畑でございます。

       ５ページをお願いします。

       報告第４号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（使用貸
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借）についてでございます。

       番号１、地区 久居、借り人    、貸し人    、届出地 久居西鷹

跡町    番、台帳地目・現況地目とも畑、面積２７３㎡外１筆で

合計６８６㎡。

       これにつきましては、借り人は貸し人より申請地を使用貸借し、一般個人住

宅及び農業用倉庫を建築しようとするものでございます。

       以上、件数は１件で６８６㎡、その内容は畑でございます。

       以上で報告案件の説明を終わります。

議  長   はい、ありがとうございました。

       事務局から報告がありましたとおりでございますので、よろしくお願いいた

します。

       それでは、議案事項に入らせていただきます。

       議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許

可・賃貸借権）を議題とします。事務局、説明願います。

事務局    失礼します。恐れ入ります、６ページをお願いします。

       議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許

可・賃貸借権）でございます。

       番号１、地区 高岡、借り人    、面積３，４０２㎡、貸し人    、

面積１０，２５２㎡、申請地 一志町田尻世古出    番、台帳地目・現況

地目とも田、面積７０４㎡外３筆で、合計２，９４２㎡。

       これにつきましては、高齢による労働力不足で営農を縮小しようとする貸し

人が、営農を拡大しようとする借り人に申請地を使用貸借するものでございま

す。

       以上、件数は１件で２，９４２㎡、その内容は、田でございます。

       この案件は、農業をまじめに行い、農機具も保有しており、周辺の農地に影

響もなく農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満

たしているものと考えます。以上で説明を終わります。

議  長   事務局より説明がありましたが、現地に立ち会っていただきました地元委員

のご意見をお伺いします。

田中委員   ３１番田中です。

       ９月１４日に、委員２名と事務局２名で現地を確認いたしました。事務局の

説明どおりでございますので、よろしくお願いします。

議  長   ただいま地元委員の説明ございましたが、皆さん方のご意見をお伺いします。

いかがでしょうか。よろしいですか。

部会委員  ＜一同 意見なし＞

議  長   それでは、お諮かりします。ただいま審議をいただきました議案第１号につ

いて、これにご異議ございませんか。

部会委員  ＜一同 異議なし＞
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議  長   異議なしと認めます。よって、議案第１号については許可することを決定し

たいと思います。

       続きまして、議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請につい

て（農業委員会許可）を議題とします。事務局説明願います。

事務局    恐れ入ります、７ページをお願いします。

       議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可）でございます。

       番号１、地区 栗葉、申請者    、申請地、稲葉町涼野    番、台

帳地目畑、現況地目山林、面積５２㎡外６筆で、合計２，６５４㎡。

       これにつきましては、申請地は周囲が山林で、獣害もひどく耕作をしても収

穫が見込めないため、申請者の亡父が、農地法手続きを行わず、昭和３５年ご

ろと昭和４０年ごろに桧を、また昭和５０年ごろに杉の植林を行ってきたもの

でございます。始末書の提出もございますので、追認しようとするものでござ

います。

       農地区分は、第２種農地と判断されます。

       番号２、地区 栗葉、申請者    、申請地 稲葉町稲里    番、台

帳地目畑、現況地目雑種地、面積２５６㎡。

       これにつきましては、申請者が農地法手続きを行わず、申請地を母屋への進

入路として使用してきており、また、平成２３年９月に申請地にカーポートを

建設してしまったものでございます。始末書の提出もございますので、追認し

ようとするものでございます。

       農地区分は、第２種農地と判断されます。

       番号３、地区 榊原、申請者    、申請地 榊原町大広    番、台

帳地目・現況地目とも田、面積１，３２８㎡のうち４９３㎡。

       これにつきましては、営農を拡大しようとする申請者が、申請地に農業用倉

庫と庇
ひさし

を、また進入路を設置しようとするものでございます。

       番号４、地区 奥津、申請者    、申請地 美杉町奥津セコハ    番、

台帳地目畑、現況地目宅地、面積５５８㎡。

       これにつきましては、申請者は昭和２７年ごろから昭和４３年ごろにかけて、

農地法手続きを行わずに申請地に建物３棟を建設、また、その他は庭として利

用してきてしまったものでございます。これにつきましても始末書の提出がご

ざいますので、追認しようとするものでございます。

       農地区分は、第２種農地と判断されます。

       なお、申請者は県外在住ですが、相続のため財産整理を行った際に発覚した

ものでございますので、今回、申請するということになったものでございます。

       以上、件数は４件で３，９６１㎡、その内訳は、田１，５５４㎡、畑

２，４０７㎡でございます。

       いずれの案件も農地法第４条第２項の各号には該当しないため、許可要件の

すべてを満たしているものと考えます。

       以上で説明を終わります。

議  長   ただいま事務局より説明がありましたが、立ち会っていただきました地元委

員のご意見をお伺いします。お願いします。

       １番お願いします。
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鈴木委員   ２７番鈴木です。

       ９月１２日に午後から会長さん始め事務局、また久居総合支所さん、こちら

の委員も６名で現地確認を行いました。

       最初の１番のほうで７件あるわけですけれども、そのうち代表的なところは

県道亀山白山線で    があるわけですけれども、その近くにあります。現

地としては問題なく植林をされております。詳細については、また事務局のお

話にあったとおりでございます。

       ２番につきましては、上稲葉地区でちょうど    という    もある

わけですけれども、そこの近くがちょうど本宅になっておりまして、以前、古

い家を取り壊すのに重機が入るときにそこのところを利用して、そのままにな

っとったところをきちっと今回整備されたということですので、よろしくご審

議をお願いいたします。

議  長   はい、ありがとうございます。

       ３番目、お願いします。

堀川委員   ２９番堀川でございます。

       １２日に現地立ち会いを行いました。場所は、グリーンロード沿いで、先月

でしたでしょうか、この    は新規就農ということで、十何町歩つくって

いると思うんですが、昭和３７年ぐらいの生まれです。その人が、先月でした

か、この    番地、これは、ほ場整備した土地でして、これを売買で取得

して、そのうちの４９３㎡の所へ稲作をやっておりまして、機械が必要になっ

てまいりまして、その機械を入れる倉庫と進入路をつくるというもので、周辺

何も悪影響を及ぼすようなところではございませんので、問題ないかと思いま

す。

以上でございます。

議  長   はい、ありがとうございます。４番お願いします。

赤堀委員   ３７番赤堀です。

       ９月７日に事務局と委員のほうで現地に立ち会いを行いました。

       現地はどういうところかといいますと、八幡地域というところで、唯一信号

のあるところがありますが、消防署がありまして信号があるところからちょう

ど２００幾つか３００メートル、旧道に入ったところで    というのがあ

ったところの前、昔は結構人通りもあっていい場所だったんですが、現在は裏

通りとなっております。ほかとしましては、後ろのところ、名松線の線路があ

って川淵というようなことで、横につきましても、現在耕作地というのは全く

ありませんので状況としては問題ないと、あとは事務局の説明のとおりでござ

います。どうかよろしくお願いします。

議  長   ありがとうございました。

       ただいま地元委員の説明がございましたが、皆さん方、ご意見ありましたら。

よろしいですか。

部会委員  ＜一同 意見なし＞
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議  長   それでは、お諮かりします。ただいま審議をいただきました議案第２号につ

いて、これにご異議ございませんか。

部会委員  ＜一同 異議なし＞

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第２号については許可することを決定し

たいと思います。

       続きまして、議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請につい

て（農業委員会許可・所有権移転）を議題といたします。

       事務局、説明願います。

事務局    恐れ入ります、８ページをお願いします。

       議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可・所有権移転）でございます。

       番号１、地区 久居、譲受人    、使用借人    、譲渡人    、

申請地 久居野村町小膳田    番、台帳地目・現況地目とも畑、面積

２６４㎡。

       これにつきましては、現在の住宅が手狭となってきた譲受人が譲渡人より申

請地を譲り受け、一般個人住宅を建設しようとするものでございます。

       農地区分は、第２種農地と判断されます。

       番号２、地区 大井、譲受人    、譲渡人    、申請地 一志町井

生八反切    番、台帳地目畑、現況地目宅地、面積１７１㎡。

       これにつきましては、申請地は以前から譲受人が畑として借り受けてきたも

のですが、平成２３年８月、譲受人が申請地の隣地の宅地に住宅を建設した際

に、あわせて申請地に農地法手続を行わずに物置を設置し、残り部分を庭園と

して使用してきてしまったものでございます。始末書の提出がありますので、

追認しようとするものでございます。

       農地区分は、第２種農地と判断されます。

       以上、件数は２件で４３５㎡、その内訳は畑でございます。

       いずれの案件も農地法第５条第２項各号には該当しないため、許可要件の全

てを満たしているものと考えます。以上で説明を終わります。

議  長   はい、ありがとうございます。事務局より説明がありましたが、現地に立ち

会っていただきました地元委員のご意見をお伺いします。

       １番、お願いします。

大井委員   ２５番大井です。

       ９月１２日に現地確認を行いました。場所的には、大まかには久居駅の東側

のちょっと北側に桜が丘団地という大きな団地があるんですが、その南側の地

区になります。周りは個人用住宅が建ち始めていまして、その隣はすぐ   が

工事にかかっているところで、特に問題ないものと思われますので、よろしく

お願いします。

議  長   ありがとうございます。

       ２番、お願いします。
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田中委員   ３１番田中です。

       １４日、同じメンバーで９時半から現地を確認いたしました。内容について

は事務局の説明どおりですので、ひとつよろしく。

議  長   ありがとうございました。地元委員の説明がございましたが、皆さん方のご

意見をお伺いします。いかがですか。

部会委員  ＜一同 意見なし＞

議  長   それでは、お諮かりします。ただいま審議をいただきました議案第３号につ

いて、これにご異議ございませんか。

部会委員  ＜一同 異議なし＞

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第３号については許可することを決定し

たいと思います。

       引き続きまして、農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業

委員会許可・賃貸借権）を議題とします。

       事務局説明願います。

事務局    ９ページをお願いいたします。

       議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可・賃貸借権）でございます。

       番号１、地区 久居、借り人    、貸し人    、申請地 木造町西

松山    番、台帳地目・現況地目とも田、面積５６１㎡のうち１２０㎡。

       これにつきましては、津市発注の下水道工事の実施に伴い、借り人は貸し人

より申請地を借り受けまして、資機材置き場用地として一時転用をするもので

ございます。なお、期間は４ケ月間でございます。

       農地区分は第２種農地と判断されます。

       以上、件数は１件で１２０㎡、その内訳は田でございます。

       農地法第５条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たして

いるものと考えます。以上で説明を終わります。

議  長   事務局より説明がありましたが、現地に立ち会っていただきました地元委員

のご意見をお伺いします。

       １番お願いします。

田口委員   ２８番田口です。

       先日、現地確認させていただきましたけれども、公共下水の推進工事の材料

置場ということですので、よろしくお願いします。

議  長   ありがとうございました。ただいま地元委員の説明がございましたが、皆さ

ん方のご意見をお伺いします。いかがですか。

部会委員  ＜一同 意見なし＞

議  長   それでは、お諮かりします。ただいま審議をいただきました議案第４号につ
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いて、これにご異議ございませんか。

部会委員  ＜一同 異議なし＞

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第４号については許可することを決定し

たいと思います。

       続きまして、議案第５号 農地法第５条第１号の規定による許可申請につい

て（農業委員会許可・使用貸借）を議題とします。

       事務局、説明願います。

事務局   １０ページをお願いいたします。

       議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可・使用貸借）でございます。

       番号１、地区 久居、借り人    、貸し人    、申請地 久居野村

町北小膳田    番、台帳地目・現況地目ともに畑、面積２４８㎡他１筆で

合計３２１㎡。

       これにつきましては、借り人は、親族である貸し人の申請地を借り受けまし

て、一般個人住宅を建設しようとするものでございます。区分は、第２種農地

と判断されます。

       番号２、地区 榊原、借り人    、貸し人    、申請地 榊原町西

出    番、台帳地目・現況地目とも畑、面積１７７㎡。

       これにつきましては、借り人が所有する現在の自治会の集会所の老朽化に伴

いまして、貸し人の申請地を借り受け、自治会集会所の建て替えをするもので

ございます。地区分は、第２種農地と判断されます。

       以上、件数は２件で４９８㎡、その内容は畑でございます。

       当該案件は、農地法第５条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべ

てを満たしていると考えます。

       以上で説明を終わります。

議  長   ありがとうございます。事務局より説明がありましたが、現地に立ち会って

いただきました地元委員のご意見をお伺いします。

       １番お願いします。

大井委員   ２５番大井です。

       ９月１２日にこの案件も、現地確認行ってまいりました。この場所も、先ほ

ど説明させていただきました桜が丘団地のほぼ南側の地区で、内容的には事務

局説明のとおりで、特に問題ないものと思われますので、よろしくお願いしま

す。

議  長   はい、ありがとうございます。

       ２番お願いします。

堀川委員   ２９番堀川です。

       この現地は榊原に国立病院があります。榊原国立病院の入り口に当たりまし

て、この入り口が西出という地区でございます。

       この榊原の   は、全部ほ場整備した土地でございます。ほ場整備の計画
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のときに、もう既にこの集会所を建てようか建てまいか、いろいろ検討されて

れおりまして、まだ具体化していなかったため農用地設定をなされずに、ただ

将来、この集会所をこの地へ建てようということで計画なされておりました土

地でございます。したがいまして、ほ場整備後、畑として換地処分なされてお

るんですが、集会所用地として草刈りをしておるというような状況でございま

した。従いまして、当初からそういう計画もあり、ほ場整備した土地ではござ

いますけれども、問題ないんじゃないか、このように考えます。

議  長   ありがとうございました。地元委員の説明がございましたが、皆さん方のご

意見がありましたら。よろしいですか。

部会委員  ＜一同 意見なし＞

議  長   それでは、お諮かりします。ただいま審議をいただきました議案第５号につ

いて、これにご異議ございませんか。

部会委員  ＜一同 異議なし＞

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第５号については許可することを決定し

たいと思います。

       続きまして、お配りいたしました議案第６号 農業経営基盤強化促進法第１

８条の規定による農用地利用集積計画の決定についてを議題といたします。事

務局説明願います。

事務局    別冊、津市農用地利用集積計画をお願いします。

       議案第６号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積

計画の決定についてでございます。

       １枚めくっていただいた集計表をごらんいただきたいと存じます。

右下の合計欄に掲げてありますように、今月は、総合計で１４件、

３２，３３６㎡の集積がございました。その内容は、賃貸借と使用貸借でござ

います。

       地区別の状況で、一番下の合計欄でご説明いたしますが、今回は美杉地区の

集積はございませんでした。

       まず久居地区は８件で１７，４６５㎡、その内訳は、田１５，４２２㎡、畑

２，０４３㎡でございます。

       一志地区は４件で１０，８３２㎡、その内訳は、田１０，５１２㎡、畑

３２０㎡でございます。

       白山地区は２件で４，０３９㎡、その内訳は、田でございます。

       以上、合計で田の集積が、賃貸借と使用貸借を合わせて２９，９７３㎡、畑

の集積が、賃貸借と使用貸借を合わせて２，３６３㎡で、総合計が１４件、

３２，３３６㎡となっております。

       また、認定農業者への集積状況は６件でございます。２０、７６２㎡となっ

ております。

       その件数内訳は、久居地区が３件、一志地区が２件、白山地区が１件となっ

ております。

       以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
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議  長   説明が終わりました。皆さんのご意見がございましたら、どうですか、よろ

しいですか。

部会委員  ＜一同 意見なし＞

議  長   それでは、お諮かりします。ただいま審議をいただきました議案第６号につ

いて、ご異議ございませんか。

部会委員  ＜一同 異議なし＞

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第６号については適正であると認め、市

長に進達をいたします。

       以上で、本部会に付議されました議案はすべて審議をいただき、終了いたし

ました。

       ありがとうございます。

                                午後２時３０分

上記は、第９回第２農地部会の議事を録したものである。

  平成２４年９月２０日

                       議  長             

                       出席委員             

                       出席委員             


